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〔11〕 遊歩道における自転車等の走行に関する事案

私の街では、駅に向かう途中に大きな遊歩道があるのですが、

駅までの通り道として便利だからか自転車に乗ったまま通行し

ていく人が多くて危ないと思っています。また、最近は電動キッ

クボードに乗って通っていく人の姿も見かけます。遊歩道は自

転車などに乗ったまま通ってよいのでしょうか。

対応のポイント

・遊歩道が歩行者専用となっているような場合、自転車や電

動キックボードに乗ったまま通行すると道路交通法違反に

問われる可能性がある。

・対策としては、まずは走行したまま通行する場合の危険性

やマナー向上のための声掛けやアナウンス、啓蒙のための

看板設置などが考えられる。

・悪質な自転車利用者が多い場合には、警察と連携して指導

や警告、取締りをしてもらうことも考えられる。

解 説

１ 多様化する移動手段

コロナ禍の影響により、公共交通機関の利用を避ける人が増えたた

めか、近年は自転車の利用者が増加しています。また、普通自転車以

外でも、電動式のモーターにより走行する電動キックボードや、オー

トバイとしての機能と自転車の機能の両方を持つペダル付きの原動機

付自転車（モペッド）などが普及し、路上を走っている姿を見かける
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〔22〕 公園でYouTubeの撮影をしている事案

公園でYouTubeの撮影をしている集団がおり、広々と場所を

占領して撮影しています。何とかやめてもらうことはできませ

んか。

対応のポイント

・撮影者が許可を得て撮影しているかを確認する。

・許可を得ていない場合、適切な機関に撮影許可申請を行う

よう求める。

・苦情が多い場合は、立て看板等により撮影行為を禁止行為

として示し、違反した場合に注意を行うとの措置も検討す

る。

解 説

１ 公園で撮影を行う場合の許可の要否

公園にて撮影する際、いかなる場合にも、撮影許可を要するわけで

はありません。例えば、家族や友人等との記念写真や風景写真を撮影

する場合は、撮影許可申請をすることなく撮影することができます。

しかし、条例等により、撮影目的が営利である場合や、撮影目的が

営利・非営利に関わらず、公園の一定の場所を一定の時間、排他的、

独占的に使用し撮影するような場合には、許可申請が必要であると定

められている自治体が多数あります（横浜市公園条例6など）。

この場合、撮影を行う者は、公園の管理事務所や自治体の窓口に、

許可申請を行うことが必要です。
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ワンポイントアドバイス

技術発達により今後もこれまでにはない新しい移動手段が出てくる

可能性も十分ありますし、道路交通法などは順次改正されますので、

知らないでルール違反をしてしまう可能性やルールに関する認識の違

いでトラブルが生じることを避けるためにも、法改正の動向について

気を付けましょう。

（荻野 友輔）
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〔50〕 職員に対するセクハラ事案

先日、窓口で対応した男性市民の方から、「かわいいね」「指輪

してないけど結婚してないの？」「今度遊びに行かない？」など

と言われました。適当に流そうとしたのですが、そのうち「色っ

ぽいね」「すごいタイプ」などと言われて本当に気持ちが悪かっ

たです。どうすればよかったのでしょうか。

対応のポイント

・「お客様は神様」ではない。お客様（市民）平等主義の意

識を持つ。

・業務に直接関係しない話題は対応する必要がない。

・セクハラ発言は不法行為が成立し得るが、不法行為に至ら

ない発言であってもやめるよう注意・警告したい。

・担当者を変更するか、少なくとも複数対応すべき。

解 説

１ 「お客様は神様」ではない

本件では、窓口対応した市民から、「かわいいね」「色っぽいね」「す

ごいタイプ」などと言われ、非常に気持ち悪い思いをしたということ

です。

本当に災難だったと思います。

前提として「お客様は神様」ではないということについて、〔26〕を

ご参照ください。

多くの自治体職員の皆様は、我慢し過ぎているように見受けられま
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